
鳥取市間伐材搬出支援事業費補助金交付要綱 

（趣旨）

第１条 この要綱は、鳥取市間伐材搬出支援事業費補助金（以下「本補助金」とい

う。）の交付について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号、

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条 本補助金は、間伐材の搬出・販売を促進し、もって健全な森林の育成、木材資

源の有効利用を図ることを目的として交付する。

（補助対象事業）

第３条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表第

１欄に掲げる事業のうち、本補助金の交付を受けようとする年度について鳥取県間伐

材搬出等事業費補助金交付要綱（平成１３年４月２５日付け林第５８号鳥取県農林水

産部長通知）に基づく補助金の交付の決定を受けたものとする。

（補助金の交付）

第４条 本補助金は、補助対象事業を行う別表第２欄に掲げる者（以下「事業主体」と

いう。）に対し、補助対象事業に要する別表第３欄に掲げる経費の額又は同表第５欄の

実施基準により算出される出荷若しくは販売をされた間伐材の量に別表第４欄の単

価を乗じて得た額のいずれか低い額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

（交付申請の委任）

第５条 事業主体は、本補助金の交付申請、支払請求及び受領の事務（以下「交付申請

等の事務」という。）を、森林組合長等の第三者に委任することができる。この場合に

おいては、事業主体は、委任状及び精算依頼書（様式第１号）を森林組合長等の第三

者に提出するものとする。

（交付申請の時期等）

第６条 本補助金の交付申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。

２ 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第２

号によるものとする。

（交付決定の時期）

第７条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日以内に行

うものとする。

（承認を要しない変更等）

第８条 規則第９条第１項の市長が別に定める軽微な変更は、別表第６欄に掲げる重要

な変更以外の変更とする。



２ 前条の規定は、変更等の承認について準用する。

（着手届を要しない場合）

第９条 規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合は同項第１号又は第２号

に該当する場合以外の場合とする。

（完了届の時期等）

第１０条 補助対象事業は、規則第１０条第２項第２号の市長が別に定めるものとし、

完了届を要するものとする。

（実績報告の時期等）

第１１条 規則第１２条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならな

い。

（１）補助事業を完了した場合は、完了の日から２０日を経過する日

（２）補助事業を中止又は廃止した場合は、中止又は廃止の承認があった日から２０日

を経過する日

２ 規則第１２条の報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第

２号によるものとする。

（概算払の時期等）

第１２条 事業主体は、概算払を受けようとするときは、１１月３０日までに概算払申

請書（様式第４号）を提出しなければならない。

２ 前項の請求があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、

適正であると認めたときは、規則第１１条第２項に基づき補助金等概算払通知書によ

り事業主体へ通知するものとする。

（補助金交付決定前の着手等）

第１３条 事業の着手は、原則として、交付決定通知後に行うものとする。ただし、４

月３０日までに本補助金の交付申請が行われたものに限り、補助金交付決定前に着手

することができる。

２ 前項のただし書きにより事業に着手したものについては、申請年度の４月１日から

交付決定の日までの間に実施した事業を本補助金の対象にすることができる。

（雑則）

第１４条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林

水産部長が別に定める。

附 則

 この要綱は、平成２２年７月１日から施行し、平成２２年度の補助事業から適用する。

附 則



 この要綱は、平成２４年１１月６日から施行し、平成２４年度の補助事業から適用す

る。

附 則

（施行期日等）

１ この改正は、平成２７年４月３０日から施行し、平成２７年度の補助事業から適用

する。

（経過措置）

 ２ 前項の規定にかかわらず、平成２７年３月３１日までに県事業の交付決定を受け

た本補助金については、なお従前の例による。

附 則

 この改正は、平成２８年４月７日から施行し、平成２８年度の補助事業から適用する。

附 則

 この改正は、平成３０年１月２９日から施行し、平成２９年度の補助事業から適用す

る。

附 則

 この改正は、令和２年４月１５日から施行し、令和２年度の補助事業から適用する。



様式第１号（第５条関係）

委任状及び精算依頼書

代理人

住所

氏名

   （団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

私（ども）は、          を代理人と定め、次の事項を委任します。

年度鳥取市間伐材搬出支援事業費補助金の交付申請、支払請求及び受領等に

関すること。

年  月  日

委任者 住 所

氏 名             印

住 所

氏 名             印

※本様式については、実情に応じ、適宜修正して用いること。



様式第２号（第６条、第１１条関係）

    年度間伐材搬出支援事業計画書（実績）及び収支予算（精算）書

１ 事業の内容

（注）１ 間伐面積は少数点以下第２位まで記載する。

２ 整理番号欄は、当該施行地から出荷・販売した材の伝票に整理番号を付し、その番号を記載すること。なお、複数回に渡る場合

は、適宜枝番を付すこと。

３ 出荷・販売実施時期には、出荷・販売月を記載すること。

４ 出荷・販売材積の各欄は、出荷・販売先毎にスギ、ヒノキの別に記載し、数値は少数点以下第３位までとする。

５ 本事業に併せて、造林事業等の国又は県の間伐関連補助事業を実施している場合は、他の間伐補助事業実施状況欄にその事業名を

記載すること。

施行地の状況 出荷・販売状況 他の間伐補助

事業実施状況

(補助事業名) 

摘

要森 林

所有者

市

町

村

大

字

字 地

番

保安林

普通林

の 別

ス ギ

ヒノキ

の 別

林齢

(年生)

間伐

面積

(ha) 

整理

番号

出 荷 ・

販  売

実施時期

出荷・

販売者

出荷・販売材積（㎥）

計 出荷・販売先別内訳

～

～

～

～

計

※この欄には出荷・

販売先名を記入



２ 収支予算（精算）書

（１）収入                              （単位：円）

区  分 予算額（精算額） 備   考

県補助金

市補助金

自己資金等

計

（２）支出

区  分 予算額（精算額） 備   考

事 業 費

 ３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日）

       年  月  日

４ 添付書類

〔第６条関係（交付申請の場合）〕

委任状（様式第１号）

森林所有者から交付申請等の委任を受けた場合に作成すること。

〔第１１条関係（実績報告の場合）〕

（１）間伐施行地の位置図

原則、森林計画図とし、整理番号ごとに作成すること。

間伐施行地を赤色の境界線で図示すること。

（２）間伐施行地の状況写真

整理番号ごとに２枚程度添付すること。

作業の実施状況がわかるものとすること。

（３）保安林内の間伐に係る適合通知書の写し

（４） 出荷・販売先が発行した入荷・販売状況を記した伝票の写し

なお、伝票及びその写しは、施行地、出荷先、出荷時期毎にまとめ、整理番号を付してお

くこと。



様式第３号（第１２条関係）

番     号 

年  月  日 

 鳥取市長 様

住所

事業主体名

代表者名            印

       年度鳥取市間伐材搬出支援事業費補助金概算払申請書

   年  月  日付第   号で交付決定（及び  年  月  日付第   号

で変更承認）のあった鳥取市間伐材搬出支援事業費等補助金について、鳥取市間伐材搬

出支援事業費補助金交付要綱第１２条第１項の規定により下記のとおり申請します。

記

１ 概算払請求額 金      円

２ 添付書類

     年度 間伐材搬出支援事業概算払用実績（様式第４号）



様式第４号（第１２条関係）

    年度間伐材搬出支援事業概算払用実績

１ 事業の内容

（注）１ 間伐面積は少数点以下第２位まで記載する。

２ 整理番号欄は、当該施行地から出荷・販売した材の伝票に整理番号を付し、その番号を記載すること。

３ 出荷・販売実施時期には、出荷・販売月を記載すること。

４ 出荷・販売材積の各欄は、出荷・販売先毎にスギ、ヒノキの別に記載し、数値は少数点以下第３位までとする。

５ 本事業に併せて、造林事業等の国又は県の間伐関連補助事業を実施している場合は、他の間伐補助事業実施状況欄にその事業名を

記載すること。

２ 添付書類

（１）間伐施行地の位置図

原則、森林計画図とし、整理番号ごとに作成すること。

間伐施行地を赤色の境界線で図示すること。

施行地の状況 出荷・販売状況 他の間伐補助

事業実施状況

(補助事業名) 

摘

要森 林

所有者

市

町

村

大

字

字 地

番

保安林

普通林

の 別

ス ギ

ヒノキ

の 別

林齢

(年生)

間伐

面積

(ha) 

整理

番号

出 荷 ・

販  売

実施時期

出荷・

販売者

出荷・販売材積（㎥）

計 出荷・販売先別内訳

～

～

～

～

計

※この欄には出荷・

販売先名を記入



（２）間伐施行地の状況写真

整理番号ごとに２枚程度添付すること。

作業の実施状況がわかるものとすること。

（３）保安林内の間伐に係る適合通知書の写し

（４）出荷・販売先が発行した入荷・販売状況を記した伝票の写し

なお、伝票及びその写しは、施行地、出荷先、出荷時期毎にまとめ、整理番号を付しておくこと。



別表（第３条、第４条関係）

１

補助事業

２

事業主体

３

補助対象経費

４

補助率

５

実施基準

６

重要な変更

間伐材搬出

支援事業

(1)鳥取市内に森林を
有する、森林法（昭

和２６年法律第２

４９号）第２条第２

項に規定する森林

所有者（森林所有者

から補助事業の委

託を受けた個人事

業者及び法人も含

む。）

(2)森林組合
(3)素材生産業を営む
者（日本標準産業分

類にある「素材生産

業」を営む個人事業

者及び法人とす

る。）及びその組織

する団体

鳥取市内の森

林において間

伐を実施し、か

つ第５欄 (1)の
間伐材を同欄

(2)の施設へ出
荷又は販売に

要する経費

定額

500円/㎥
事業の対象となる間伐材及び出荷又は販売

先は次のとおり。

(1)樹種：スギ、ヒノキ
(2)出荷販売先：鳥取県内に所在する次の施
設

ア 原木市場（ただし、価格条件等を勘

案し、やむを得ず鳥取県外の市場へ出

荷するものも事業の対象とする。）

イ 木材の保管施設（港湾施設、製材加

工施設に付帯している野積場及び複数

の山土場から木材を集積して検寸・仕

分をする施設とする。）

ウ 製材加工施設（チップ工場、ペレッ

ト製造施設を含む。）

補助対象経費

の増又は２０

パーセントを

超える減


